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平成２６年労第５６１号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による障害補償給付を支給し

ない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、平成○年○月、合成樹脂等の化学製品を製造するＡ県Ｂ市所在の会

社Ｃ（以下「会社」という。）に雇用され、清掃作業等の業務に従事していた。 

請求人によると、平成○年○月○日午前７時３７分頃、会社に出勤し、建屋３

階の食堂まで上がり扉を開けて食堂内に入ったところ、食堂内が白くもやってい

るように見えたが、そのまま奥に進み作業の準備にかかったところ、突然息がで

きなくなり、目が痛くなったため、驚いて１階休憩室にいる同僚に助けを求め、

工場長にも事情を説明したという（以下「本件災害」という。）。 

請求人は、目の痛みがあったものの業務を続けていたが、痛みが引かなかった

ので、同日午後、Ｄ眼科に受診したところ、「乾性角結膜炎」と診断された。その

後、複数の医療機関に受診し、Ｅ病院では「両眼薬剤性角膜炎の疑い、ドライア

イ」と診断され、加療の結果、平成○年○月○日治ゆ（症状固定）となった。 

請求人は、治ゆ後、障害が残存するとして、監督署長に障害補償給付の請求を

したところ、監督署長は、請求人に残存する障害の程度は、労働者災害補償保険

法施行規則別表第１に定める障害等級表上の障害等級（以下「障害等級」という。）

には該当しないとして、これを支給しない旨の処分をした。 

請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却し
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たので、請求人は、更にこの決定を不服として、本件再審査請求に及んだもので

ある。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人に残存する障害が障害等級に該当する障害であると認めら

れるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

請求人は、本件災害により眼に障害が残存している旨主張するので、請求人の

主訴に関し、当審査会において、改めて本件における医証を含む資料を精査する

も、決定書理由第２の２（２）に説示するとおり、請求人には、視力障害、運動

障害、視野障害のいずれも認めることはできない。 

なお、請求代理人は、Ｆ医師の診断を基に、請求人には滑動性眼球追従運動障

害が明瞭に検出されていることから、眼球運動障害が認められるべきであると主

張しているところ、請求人に認められたとする障害は、障害等級表における眼球

の注視野の広さが１／２以下に減じたもの、複視のいずれにも該当せず、障害補

償の対象となり得る運動障害とは認められない。また、請求人は、請求人の両眼

の角膜に傷がある旨主張するが、Ｇ医師作成の平成○年○月○日付けの障害補償

給付支給請求書裏面記載の診断書には「角結膜上皮障害（－）」と記載されており、

そのほか本件における医証をみても、請求代理人が主張する事実を裏付けるもの

は存在しない。 

したがって、請求代理人のこれらの主張は、採用することができない。 

３ 以上のとおりであるので、請求人に残存する障害は障害等級に該当する障害で

あるとは認められず、したがって、監督署長が請求人に対してした障害補償給付
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を支給しない旨の処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 


